
」

戦

時

利

得

税

の
永

続

性

(
一
)

コ

う

き

エ

エ

緒
言

(
一
本
研
究

の
目
的
A
本
税

の
成
立
及
正
常
B
縫
績
常
香
疑
問

ゼ
否
定

ろ
肯
定
、

(

(

`

(

`

,

淋

戸

ラ

ド

ニ
説

述

の
順
序

)

(

正

雄

第

一
段

實
際
観
察

ラ

其

一

税
法
観
察

(↓
昏
國
規
定
鋤
深
め
多
少
戦
後
に
及

ふ
ご
す

る
し
の
助
時

々

一
定
年
々
指
定
す
う
も
の
、
二
君
の
概
評
)

(

(

く

　

其

二

統
計
視
察

,

・

・

、

第
二
段

理
論
討
究

五
二

肇

暮

罫

露

献

(↓
否
筈

封
マ
薪

銘

謄

警

護

磐

の
衝
突
爵

士
の
蔭

税
・
最

鷺

へ
㈲
臨
時

・

く

く

税
よ
り
纒
常
税

へ
陶
臨
時
及
縄
帯
税
の
匪
別
、
恥
公
約
違
反
に
謝
し
、
コ
肯
定
の
根
壕
助
戦
争
外
原
閃

の
利
得

、
働
戦
争
且
吊
氣
利
得

(
.

(

く

く

ラ

も
レ
ち
も
も

ラ

ラ

　

ラ

乙
沓
種
利
得

税

二

財
産
尉
加
税

・
二
所
得
改
良
税
A
否
定

論

い
財
政
敢
天
上

ユ
小
額
取
入
.一牧
人
動
揺
大
、

c
物

慣
騰
貴

關
係
}

訓

編

係
も

輸

能
力
乏
ぞ

叡

智

定
論
り
謬

論
に
早

副

斜

堰

入
に
臥

勾
牧
愈

に
型

ω
・
付

(

(

(

(

(

(

(

ラ

ラ

ラ

ラ

能
力
乏

に
射
し

4
不
公
平
に
謝
し
、
ろ
積
極
的
主
張

-
給
付
能
力
根
隷

2
不
公
平
防
止
)

く

く

く

　

ラ

ラ

ラ

ラ

ラ

其

二

改
造
方
法

〔
一
所
得
税

に
於

て
二
本
税

に
於
て
値
所
得
網
羅
ω
控
除
腰
止
に
免
税
貼
珊
上
)

(

(

結

論

(
全
文
要

旨
)
.

、

1

緒

口

一
　

↓
鋤

此
度

の
大
戦

箏

が
色

々
の
方
面

に

色

々
の
新

し
き
も

の
を
産

み
出

し
だ

が
、一

(
(

諦

観
.

戦
時
利
得
税
の
永
緯
性
二

〕
.

第
八
巻

(第
.一
號

喜箋

餅
≡ 政

の

方
面
に
は

㌦

∫
.

「



論

説

戦
時
利
得
椀
の
未
練
注
(
一
)

第
八
巻

〔第
[
號

[四
)

一
四

　
塒
利
得
視

て
ふ
も

の
を
到

る
庭
に
産
み
つ
け
穴
(註
ご
。
此
は
従
来
は
人
の
気
附
か
な
か
つ
な
も
の
で
あ
る
が
、

一

方
に
戦
争
に
依

っ
て
困
ま
る
者
を
生
挙
る
反
面

に

一
層
好
呪
な
る
脛
濟
を
享
受
す
る
者

が
あ
り
、
他
方
國
家
ご
し

　
て
戦
費
を
支
辨
し
叉
は
戦
時
に
虎
〃す
る
に
於
て
人
な
る
財
政
需
要
を
有

つ
其
れ
に
鷹
赤

る
が
矯
め
夫

の
好
況
経
済

人
に
特
別
課
税
を
寫
す
こ
と
が
適
嘗
で
、
共

の
斯
か
る
税
を
生

じ
な
ご
い
ふ
の
も
、
畢
竟
は
時
勢
の
進
歩
ヌ
は
少

く
ご
嵐
墾
遷

の
結
果
で
、
時
代
潮
流
に
順
怨
し
叉
は
.時
代
精
帥
を
反
射
し
た
も
の
に
.外
な
ら
諏
。
即
ち
其
は
不
勢

」所
得
重
課
+
工
義

こ
い
ふ
こ
ご
で
、
此
主
義

が
夙
に
北
大
戦
争
前
よ
り
し
て
も
盛
に
な
り
、
段

々
ご
色
々
な
新
枕
を

ぞ

産
み
出
し

つ
》
あ
っ
な
の
が
、
此
戦
婁
に
際
會
し
て
、
之
に
關
嚇
し
て

】
の
新
し
き
斯
挽
を
案
出
し
た
の
で
あ

る

蔵

は
既
緩

前
よ
り
し

て
も
此
種

の
税
を
産
み
出
さ
奮

.し

つ
.へ
あ

っ
た
の
が
、
戦
書

驚

い
て
少
し
早
一
生
れ

、出
た
こ
い
ふ
の
で
あ
る
(誼
二
)。
で
其

の
至
當

な
る
.こ
ご
を
争
は
ぬ
が
、
B
い
倦

て
併
し
既

に
休
戦

箆
な
り
、
講
和

く
く

一
も
間
近
に
な
っ
て
見
れ
ば
、
此
税
も
幾
許
も
な
く
消
滅
に
蹄
ず

へ
き
が
如
く
て
あ
る
。
各
国

の
税
法
規
定
か
ら
見

.

て
も
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
此
視

の
性
質
(註
三
)

か
ら
見
て
も
、
戦
争
又
は
戦
時
こ
い
ふ
こ
ご
を
離
れ
て
は
存
立

う

の
理
由
な
き
も

の
＼
如
く
で
あ
る
。
ろ
併
し
叉
他
面
か
ら
い
ふ
ε
此
戦
争
の
爲
め
に
各
国

の
負
ひ
π
る
負
櫓
は
仲

仲
重
大
で
、
戦
後
に
な
っ
て
も
頗

る
大
支
出
を
要
し
、
随

っ
て
戦
時
穐
を
戦
後
に
も
存
綾
せ
し
む
る
の
必
要
が
あ

.

る
。
そ
し
て
嘗
て
我
国
が
日
露
戦
争
中
に
國
民
に
負
は
し
允
る
戦
時
挽
を
戦
後
に
も
持
緩
し
舟
.半
時
税
に
改
め
π

…
先
例
も
あ
り
、
此
戦
時
利
得
挽
も
亦
た
政
造
し
て
戦
後
に
縫
承
さ
る
、
の
可
能

が
あ
る
。
.藪
に
於
て
か
果
じ
て
此

…
か
戦
後
に
維
持

さ
る
玉
も
差
支
な
き
も
の
な
る
か
、
又
之
を
載
後
に
維
持
す
る
に
は
如
何
に
改
造
す

へ
き
が
を
研

…
発
す
る
の
値
が
あ
る
。
是
れ
此
研
究
を
成
す
所
以
で
あ

る
。

二
而
し
て
此

に
つ
き
て
は
先

つ
以
て
各
國

の
實
際
立
,

(

1

層



注
及
統
計

を
検

し
、
次

ぎ
に
理
論

上

の
討
究
を
爲

さ
う

ビ
慰

ふ
・

.

-

(註

=

パ

.
べ
・
ガ
i
昌

く

、
批
難

要
求
す

る
の
運

胃

標

的
で
め
を

、
プ

夢

旨

く
、

一
の
直
接
税
に
し
て
此
税

ぽ
ざ

豪

し
て

要
求

ぜ
ら
乱
文
推
薦

ゼ
ら
れ
た
う
も
の
に
此
れ
迄

に
な

い
ご
qら

〔註

二
)

モ

ン
ト

ゴ
メ

・
L

ば
之

な
以
て

一
の
珍
奇

碧

い
ふ
』

・
其

に
當

ら

な

培

.
、

(註
三
)

プ

レ
ー

ン
げ
之
海
員
の
戦
時
税

こ
い
ひ
、
セ
リ
グ

マ
ン
軋
此
が
戦
争

の
終

ろ
ご
共

に
止
じ

=
ご
㌔
前
提
L
、
プ
ソ
〃
ば
此

を
時
間
的
に
暦

限

な

る
税

・、
爲

し
、

モ

・
ト
ゴ

メ

ー

に

此

か
吾

人

の
租

税
制

度

中

に
永

久

に
維

持

さ

る
㌧

こ
ε
な

か
ろ
べ
き

か
如

し

ぐ」
い
ふ
・..

㎝

.

第

一

段

實

際

観

'
察

、

.

其

[

税

法

観

察

,
・

・

ヘ
ノ↑

今
試
み
に
各
國
の
税
法
規
定
を
調
ぶ
る
の
に
、
値
域
は
豫
め
課
税
す

へ
養
戦
時
利
得
が
戦
時
中
を
も
超

へ
て
、
.

　
戦
争
終
焼
後
或
多
少
短
き

一
定
期

に
亘

る
利
得
を
も
砲
指
す
ご
す
る
が
あ
る
。
例
之
、
日
本

の
も
虻
ハ例
で
、
附

則

…
に
於
て
法
人
に
付
イ、
は
講
和
僚
約
調
印

の
日

の
属
す

る
年

の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
分
限
り
、
個
人
に
つ
き
て
は

.

其
年
分
限
り
之
を
塵
止
す
ε
定
め
て
居

る
。
佛
國
の

}
九

二
八
年
七
月

「
日
法
も
亦

た

↓
九

一
四
年
八
月

}
日
以

降
、
戦
争
終
熄
後
十
二
箇
月
経
過
ま
で
の
分
に
課
枕
す
る
こ
と
＼
し
て
居
る
q随

っ
て
彿
國
の
は
日
本
の
よ
り
も
多

.

少
永
き
に
亘
る
も

の
に
課
す
る
繹
で
あ
る
。
B
或
は
寧

ろ
多
く

の
國
は
課
枕
戦
時
利
得
年
と
し
で
時

々

一
定
年
度

を
指
示
す
る
所
で
あ
る
。此

に
依
れ
ば
昌
然
戦
争

の
素
引
く
に
随

っ
て
追
加
改
正
を
駕
し
、
其
結
果
ご
し
て
多
少
載

…
後
に
及
ふ
こ
ご
㌧
な
る
も
あ
る
..例
之
、
猫
逸
は
其
戦
時
財
産
増
加
税
に
て

}
九

一
四
年

一
月

一
日
よ
り

一
九

憎
七

一
年

」
月

一
日
ま
て
に
生
じ
な
る
掛
産
増
加
を

一
九

一
七
年
四
丹

一
日
に
決
定
し
て
課
税
す
る
こ
ご
》
し
左
。,
英
国

一
臨

競

羅

利
幾

の
永
聾

二
》

突

巻
.
(第
一
號

一
五
)

玉

1)

2)
3)

Bamberger.Kriegsgewjnn-undI(riegserbscha飴steuer.S,22.Duck,D:e-

Besteuenlngde∫Kζiegsgew量nne .(FmanzArchiv.XXXIIIJg.1qI6)S.4.

Montgomery.Excess

Plehn.Lessonsfron・ 醤 畠・dutysht。antiexcessmineralrationinthepre,rightsdoen[war.し贋 晦}
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一
講

説

戦
時
利
得
種
の
永
雛

(
一
)

第

八
巻

〔第

一
號
.

「
六
)

=
八

一
は
年
々
の
法
律

に
て
課
税
年
度
を
指
定
し
、
随

て
超
過
利
得
を
生
す

べ
き
事
情

の
籠
績
中
は
年

々
之
を
改
定
す
る

所

で
、
其

一
九

一
五
年
法
律
に
て
は

一
九

一
四
年
八
月
四
日
以
後

一
九

一
五
年
七
月

一
日
以
前

の
利
得
に
課
す

る
こ
ビ
.
.

の

へ

&
し
な
が
、

一
九

二

八
年
法
律
で
は

一
九

一
五
年
七
月

一
日
以
降

一
九

一
七
年
八
月

一
日
前

の
其
に
課
す

る
こ
ご

さ

　

&
な
り
、
更

に
其
後

一
九

一
九
年
八
月

一
日
前

の
分
ま
で
延
長
さ
れ
た
ご
の
こ
遭
で
あ

る
。
米
国
に
て
は
課
.挽
年

は
各
年

の
十
二
月
三
十

一
日
に
終

る
†
二
箇
月

ε
し
、
第

一
課
税
年
は

　
九

一
七
年
十
二
月
三
十

一
日
に
終

る
年

珊
.
.

9

し
π
。

伊
太
利

で
は

　
九

一
五
年

†

一
月

二
十

一
日

の
勅

令
が

一
九

一
四
年

八
月

一
日

よ
り

一
九

一
五
年
十

二

一
月

三
十

一
日
ま

で

の
課
税
期

を
定

め
、

「
九

一
五
年
十

二
月

二
十

一
日

の
法
律

が
其

を

一
九

一
七
年
六
月

三
十

日

な

で
振
暖

し
な
。

そ
し
て
職
事

の
延
引

と
共

に
此

が
街

ほ

一
思
横

張
さ

る
る
こ
ご
に
疑

を
容

れ
な

い
と

い
ふ
こ

と

の
　
　

の

一
で
あ
る
が
M

一
九

二
八
年
十

】
月

†
九
日

の
勅
令
に
よ

っ
て
之
を

一
九

一
八
年
六
丹
三
十
日
ま
で
に
振
張
レ
た
飢

均

.

露
国
は

一
九

二

八
年
五
月
十
三
日

の
法
律

に
て

一
九

一
六
及

一
七
年

の
爲
め
此
税
を
課
し
、
填
國
は

　
九

一
六
年

切
.

四
月
十
六
日

の
法
律

に
よ
っ
て

一
九

一.四
-
五
-

六
年
に
得
ぢ
れ
な

る
利
得
に
課
し
な
。
瑞
典

の

一
九

一
丑
年
四

月
三
十
日

の
法
律
は

一
九

一
五
及

=
ハ
年

の
爲
め
に
北
枕
を
課
し
。
諾
威

の

　
九
、
】
五
年
八
月
十
七
目
法
徳
は

「

.

九

}
五
一
六
年
度

の
薦
め
#
に
其
後

の
年
度

の
爲
め
議
會
に
て
決
議
し
な

る
ご
き
之
を
課
す
る
も
の
と
し
投
帆

丁

.

抹
は

充

五

年
五
月
古

の
葎

・
よ
っ
て
・

一
九

一
五
⊥

ハ舞

・

一
九

二
八壱

年
鋳

・
て
規
定
煽

m
ー

プ

レ
メ
ソ
注

は

一
九

一
弄
年

を
豫
見

し
な

ご

の
こ
ざ
で

あ
る
ゆ

二
之
を
概

括

す

る
の
に

、
各
国

椀
法

ば
規
定

の
仕

.

方

は
多
少
異

る
が
、
何
れ
も
戦

時
中

か
精

々
戦

後

一
年
位

で
止

め

る
や
う

に
出

来
て
居

る
。
黙

り
ご

て
戦

後

に
な

.

つ
て
は
叉
.戦
後

の
必
要

の
切

以
る
も

の
が
あ
り
旦

っ
理
論
上

之
を
戦

後
に
移

し
得

る
根
採

を
見

出
ず
な
ら
ば
、
之

6)
7,

8、

Sanders,Thepracticeandlawofexcessprofitsdutyp.t.pro丘[sduty

ExcessprofitsdutyandleviesunderSnelling,themunhionsoPwaracts.

p.22.Langdo「1,andtheexcessmineralrightsexcessprofits.dutyThe
duty.p.29.San(lers,1.c、p.2.
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を

改
造
織
綾

す

る
こ
.こ
に
な
ら

蹴
ご
は

い

へ
な

炉
。
此

規
定

が
之

に
謝
し

て
別
に
打

勝

つ

へ
か
ら
ぎ

る
程

の
強

き}

…
拘
兎
で
は
な
い
。

一

.

.

其

二

統

計

観

察

去

っ
て
統
計
を
見

る
と
、
北
大
戦
争
は
各
国
に
人
な
る
負
櫓
を
残
し
だ
。
昨
年
末
造

の
嘘
に
て
も
各
国
の
國
冨

ノ

へ

.

に
封
ず
る
国
債

の
割
合
に
於
て
、
露
国
七
二
%
、
襖
飼
六
六
%
、
伊
太
利
五
八
%
、
佛
國
三
九
%
、
英
国
三
七
%
、

凋
逸
三
二
%
ε
な
ら

し
め
投
。
そ
し
で
其
国
債
費

の
み
に
て
も
英
佛
伊
欝
猫
懊
に
て
は
各
戦
前

の
最
後
年
度

の
歳

の

じ

　

ロ

.

出
を
超
過
し
又

恩
典
に
近
き
も
の
で
あ
る
%
其

に
其
後
今
日
迄
の
負
措
も
あ
り
、
戦
後
経
籍
費
も
少
か
ら
ざ

る
も

の
で
あ
ら
う
か
ら
、
所
詮
新
財
源

を
求
む
る
か
、
少
く
ご
も
僖
來
卑
戦
時
中
に
出
来
な
視
を
改
造
維
持
す
る
の
希

望
を
生
せ
ざ
る
を
得

諏
。
暴
れ
各
国
を
し
て
早
晩
此
税

の
改
造
に
考
及
ば
し
む
惹
所
以

の
動
機
で
あ
る
。
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